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75歳以上の運転免許を持つている方が
「認知機能が低下した場合に行われやすい―定の違反行為(1鑢準行為)」

をした場合、臨時に認知機能検査を受けることとなります。

臨時認知機能検査の内容は、更新時における認知機能検査と同じ内容です。
臨時認知機能検査は配達証明による受講の通知を受けた日の翌日から1カ月
以内に受検しなければなりません。ただし、違反行為をした3カ月前の日以後
に免許更新時の認知機能検査を受けた場合等、臨時認知機能検査を受ける
必要がないこととされている場合を除きます。

①信号無視       o交 差点右左折方法違反    ⑩横断歩道等における横断歩行者等妨害
②通行禁止違反     ①指定通行区分違反      ⑭横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
③通行区分違反     ⑨環状交差点左折等方法違反  ⑮徐行場所違反
①横断等禁止違反    ⑩優先道路通行車妨害等    ⑩指定場所―時不停止等
①進路変更禁止違反   ①交差点優先車妨害      ①含図不履行
⑥しや断踏切立入り等  ⑫環状交差点通行車妨害等   ⑩安全運転義務違反
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τ早8も場響辱楚蔓肇示怠装警暮了雷事。
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→臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けない場合には、運転免許の
取消し又は停止となります。

→更新時及び臨時認知機能検査等で「認知症のおそれがある」と判定された方
については、臨時に適性検査を受けるか、一定の要件を満たす医師※の
診断書を提出することとなります。

※認知症に関し専門的な知識を有する医師又は認知症に係る主治医


